
車蒔逢妻金貨孝幸制度に、寸－、来l吾‾lモ  

厚生労働省  

社会闘援護局 地域福祉課   



量清福社費金貨付利魔の位置肇措   

盤清福観衆金貨紺制度憶悔『低所得者％障害者翼は高齢者ぎ≡封』鴨資金⑳貸付幡磨必要  

な援助指導を行惑芸歴g≡より奪その経済的自立及び生活意欲の助長促進重電避雷芸在宅福後逸  

首：廣社会静観戯促進を鰐闇鞄安濃』た生活を送鈍感よ雪盲≡ずる芸歴番目純度ず愚。打遽寮薬磨  

‥、こ‡‾    ∴ 三一…・ヰ甘単音二言言卜滴垂軽寧轟 ∴＼∴ ご．渾ごぎ亭・強・李㌢庶・享辛・  

lノ ここ－バナ簿斗∴一半∵キ箪．・：頂韓■－・埠：ニおいて■ 巨凍・、、呼姓郎高線番暴こ r．・守一二．計圃線番上司、   

顧観音草蕊憶低調ま背嚢金整融通する事業』磨規窯∈昭和望6辱社会事業法制定当時よ鞋虜親愛ラ。  

（㌦へ）戦後激増魁♂た低所得蟹帯の自立更生のため句さ昭和38韓臆民生費農⑬指導官…援助の離環   

謹∵；』若衆金貨鰭を行う世帯更生資金貸付制度が創設護れる。その後亀嵩齢者恥身体障害者   

等厨≡対象鷹拡乗ずる磨歴もぎ≡資金種類も拡充』囁′ 平成変革喝在宅福祉推進の観点か転鴨名   

称愚生清福観衆金貨緒旨≡変更。平成瑠9年度曹≡憶象要保護髄帯蘭措農期生活支援資金靡創   

設愚電照多重債務防塵醇ための賢愚柳田資金辟貸憎限度壊の引き藍量ず杏葉施。  
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生活福祉資金の効果等  

鞠  傲  鼎 体 納 内 審  

琵き 健帝の盤清遊魔⑳確保藍塵渚   

健寮費給臆豊転な堅｛篭選憶盤清廉  

0 低所得世帯が生活保護に至らな』篭ためめ支援として、民生費農によ愚恩守り発展と適   
切な援助指導を行うことにより経済的自立及び生活意欲の助長促進を閉っで♭㌔る。  

0 被保護者が更生資金の生業棄を借り見れることで～寮業奮闘姶転生清保軽から脱却す  

と等を可能としてむ篭る。  弓．弓   

以下  

鷲の磯  

障 

阪 

．民生  

lに対応   

健か転静観轟磯髄  

のような問題に対応転ても．もる。   

おネ芸油症患者に対する貸付の特例措置（昭和舶年度）  
環慧 寵金田 経済開鷹臆顛』  

鞠駒鳥邸爵約磯髄  

スモン患者世帯に対する貸付の特例措置  （昭和53年度）  

害者自動草購Å費⑳創設（平成元年）  

（消費税導Åによる自動車の物品税廃止に伴う負担増に伴う措置）  

神・淡路大震災により被災した世帯に対する貸付の特例措置（平成6辱慶）  

新潟中越地震により被災した世帯に対する貸付の特例措置（平成牒6年慶） 等  

委員による生活三脚ズの把握とともに市町村社協の福祉専門聴による各線二醐ウ†諾  

するべく生活に密藩じた生活真横機能を備えて♭篭る。  

また、在宅福祉を推進する観点からや  
8 介護サ職ビス等を受ける捌＝必要な経費を貸付ける療養区分誼等資金  

0 障害者等が福祉用具等の購入に必要な経費を貸付ける障害者寄稿捜用具鱗泉費琴   

を設け在宅高齢者や障膏者の需要にも応ぇてら、る。  

監遜j 鰻礎盤旛鍵鱗の窯緩磯髄  

－2－   



生活福祉資金の現状と課題  

現 状 と 課 題  

琴芝威頂爵寝應臆お締る貸付状況は％貸付件数が頂頂，◎讃穏件～貸付金額怯頂頂監一 感懐弼磨窺慧  

て■琶｝乍ヾも愚がぐ．凌辱懐漸減傾詐削≡あ愚。（野卑冒 5野 頂讃参照き  

漸減碍要因藍』－驚憶宵  

（や頂）   貸付制度が民生費農の援助指導等の関尊卑連帯保証泉を必要藍する等の貸稽条件靡厳』  

藩㌔ 時論畠もら貸付決定までの審査期間に時間を要する芸歴等恥消費者金融機関g≡藍監鴻拳碗蕾  

が像姥習ある芸歴。ぴり＝参照）  

∈望う   Ⅷ伽芳1市中露≡おける消費者金融が市民のこ劇諾（利便のみ整追求』た手軽な借金き g≡即韓  

臆矧拓虹郡鉢翫魁鋭本制度対象者である低所得者が消費者金融を利用』句 当該資金の貸付  

拳練蓉旨≡璧らな』篭≡と。（野頂埠参照）  

（議）  菅の他亀制度運用皇句①滞納債権の増加により貸付審査基準馨厳格踪設酢閻謳説②触法  

触施策の優先各級底虹閻鉢説③当該制度儲活用を行っ竃転噌転篭民生費農が』篭る芸歴 等  

療薬園力官軍ぼら触るa   

都道府県晃夢j貸緒件数g芸憶ばら慧きがあり、低所得者対策藍』驚積極的に静叡悶清閑を閉篭竃齢魔㍍  

藍考盈ら触愚県がある。近琴句自治体の財政歳Å不足臆伴う対応策としで戦後舎福祉協議会臆翻転当  
諺貸相原賓を返還審憶句貸』渋りを招き＄需要旨≡刻鷹』曹覿驚転滝』篭都道府県が最愛者ずら触る。  
・・‾   ‥、‡与・、チ．ぎミ；二き  
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ヾ▲■血こゝⅦ伽〈叫脚㍊▲船脚 都心『  

∈、†〕制度創設当孝凱新たな資金種類の創設を重ね貸付決定件数が伸びて』尾たが旬昭和55琴以降は漸減傾向で鮭移し℃転篭る。  
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抱修学資食（願事瞳貸付）が宅貸付率件数勾金額とも全体辟過半数蓉占めて』箋愚。  

Q 貸鰍事件数が多色♪篭東金はや修学資金に続きも更生資金、離職者支援費金匂福祉資金戯願ど芸なっで』篭る。  

地域福祉静嗣咤  

平成19年3月31日現存 薬餌  

（予円）（鶴合＝鴨）  

更生東食   10，a52，546   （   15，937   9．3％  

陣容脅更生牽愈   5．145，7喀0   5．3％   5，53了  

生活資金   了42．115   0．8髄   3，158   

福祉費金   5，鴎3’貞，329   5．6％   10，2昂5  

住宅資金   3，卑6軋025   3．5％   5，53了  3．2％   

修学資金   柑5．725  馴．鍋   

療養d介経辱資金   1，620，993   1．7払   2．9％   

緊急小口資金   336，け27   0．3％   5，4  

災害桟顧資金   6耶，766   1，5  

ヰ．！り9  

最期生活寛環資金   2，257．651   2．3％   517   

練隋肴支持資金   52，169，177  53．鍋                              ・■              持．3％    15，朋4，尋02  15．覗  13丁鵬8  ▲   
合計  97†751★77ヰ  171．6FO  1伊1．n≠  

平成一竃9年讃周調頂門三現在 貸紺窄金額（単位：芋粥）  

復職魯文接資象   
15，0月ヰ，402  

更生資金，  
10，852，546  

長期生活支撰預金，  
2，257．651  

障害者更生資金．   
5，145，740  

／一生清馳7岨‖5  影主賓嬢欝資金，   
聞7，768  

【福祉資金，5，431，329  
緊急けと口資金，  

336，027  

r ／  
疲蚕。介言挺等資金，   

1，820，993  

約 977．5 歯円  

一任宅資金．3．464，025  

修学資金．  
52，16乳177  

平成■召9年3月3頂頴現在 貸付申件∴数（単位：件）  

要語顧竜者支援褒金，  
障智者更生資金．  

5，537  

「生活資金・3・沌8  

／  

13.088 
長期生き古文濃資金，  

掴蒜組－、 
1．5馴  ＼  

更生資金，15．937   

ノ  

修学漁金，105，725  
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今 後 ⑳ 対 応  

邑＞ナ．′磨  低所得者碍資金需要を踏意免㌔   

を∴責ラ鶴城態会昭様考な芸m窯臆応臆単なる貸付ぎナでほな電専門職官≡よる自豊生活ぎ学芸才策露蚤行惑等¢ミ総合  

的相談窯授機能番付加』た貸付事業鴨の転換  

（：望う資金種類の新設翼は簡素軋包括化利用手続きの簡便化   

∈：ニ彗）特ぎ三番豊債務の予防巨悪化の防止のため←事前相談や事後驚≡タ毒』おダの党案（債務整理等昔三関皆る研  

修仝ヾ弁護豊金串磨め連携強化等）等（多重債務問題改善ぎ田グラム：目線尋。望◎：多重債務者対策本部  

・こご．－ゝ－－∴、、   

を凄ら旨≡お岩な惑藍藍酎≡も制度内容を周知♭。積極的な活用を促す必要がある。  

∈、う 低所得者既達資金需要臆的確屠≡対応習替るようも民生費農ち社会権祉協議会ち福祉寮務所等奮含む関係機関   
g器閣ロP哲緊密な連携を起る磨磨尉≡㌔都道府県督芸本事業⑳必要性富≡慧邑才も雷再認識を褒め句碑極駒な事業支援審  

擬す感要があ愚。  

∈：羞 貸倒れ抑制を困る観点から、償還指導の徹底句償還を促進ずるための社会福祉協議会機能奮尭贋来年礎   
一 

な債権回収を行議藍護≡捌≡句3償還免除の対象となる債権を処理ずる必要がある。  
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生活福祉資金の制度概要  

巨：廟設毎度選  

昭和讃鰻辱贋  

こ－′～．・ご   

低所得者も緑藻番蕊怯高齢者ぎ三瀬』㌔資金の貸紺けと必要な援助指導を行惑這起碧≡より匂ど、その経済的白蓮盈び生  

活意欲の親展促進凝びgニ在宅福祉及び社会参加の促進を図りも安濃した生活を送触るよ引こずる芸二磨覆謁約とす凱   

苧；寮施塞藤讃   

都道府県社会福観協議会  

転貸鰭謝象溺  

低所得者健帯  必要な資金を飽から借り受けることが困難な健帯（市町村民祝辞課税程度）  

酪落着健畢障 農  信 票 田身儀障害者手帳、療育手帳、精神障寮者保健福祉手帳の交付を受抒た者の属す一義健帯  

高齢者健帯巴 日 日  中 田日常生活よ療養又は介護を掌ずる65歳以よの高齢者の属ずる世帯  
窯業裔健帯lニ ㍍ G 碍 校  門生計申J訪者の失業により生計の維持が困難となった世帯  

監虜緒資金の礎鞠溺   

更生資金（生薬費勺 技能習得費）やゝ福祉資金や修学資金句療養区介護等資金、災審援護資金勺b藤樹裔憲接資金。 

最期生活霧撰資金√、緊急g』昭資金ら、要保護世帯内け農期生活支援資金（計9穫頼）  

転貸紺食倒予選  

、ご．‥ニイp   

①修学資金hゝ 療養四分護等資金は無利手  

（a農期生活窯援資金盈び要保護世帯向け農期生活冤嬢資金低額3％翼臆農期プ憑イ羞烏・噸睦の緋ず触か低服劇憾  
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生活権祉資金貸付条件琴曲覧藍瑠譲  

資金の種類   

場所得健帝に殿する督又は障密着が生菜を営むのに必要な経費   

乱禰臥保全又は公営住宅を凱削るのに必要  

輌人辱に齢匹棚鮒胤払要な離   

低所得健帝に翻し、次に掲げる 

．
∵
（
．
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塗潰福祉資金貸付条件等瀾覧監望譲  

貸付条件  
資金⑳穫類  

貸緒限度観   
据置期間   償還期開  相調男尊   

；、軽率裔世帯又は高齢者髄帯に謝し、次に掲げる経費として貸し付ける産金  

月数所領摘掛帯に属する者及び高齢者が負傷又は療病の療螢を行うのlこ」払罪  
靡  な経費（当該療養の期間は原則として1年以内の場合とする。）及びその療  

貴期間中の生新▼を維持するために必要な経費   

ー・70岬   
6月以内  5辱最速内   簸利手   

E低軒樽髄常に愚する者、」軽率者及び高齢者が介鼓サービス、障音者サービス  
萱   等雀受けるのに必宴な経鍵（当該必要な軽費を負担することが困紐であると  

認められ思執閤が原則として1年以内の場合に限る。）及びその介践針ゼ  
ス、陪審者サービス等の受給期間中の生計を維持するために必要な経費   

低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつⅦ時約に生計の維持が困  
喜護となった場合に貸し付ける少嶺の粒食   

4月以内   

菱食   
て云給与等の盗耗、紛失  1〔巾千円以内  モ月以内  辱3勺嶋  

町水素三等被災  付けにあってはh据置  

pその他これらと同等のやむを得ない率由によるとき  期間経過後8月以．内）  

1．500千円以内   家愈  。低所得世確りこ対し、災賓客受けたことによる困窮から自立更生するのにf払  
・月2∞千円以内  

資金  た失業者健棒に謝し、生計中心者が再就磯するまでの聞の生活資金を貸し   （単身世帯：月100千円以  1三月以内   内）  

・貸付期間：12月以内  

・土地の評価額の70％穣庶  
・月300千円以内   
℡貸付期間：※4  

・土地及び建物の  j 蔓資金  ℡低所得の高齢者髄帯に対し。鵬震の居住用不助産を担保として生活東金  
一生衰扶助歯の1．5倍以内  由貸付期間：※4   向け  寧琴曝詮の高齢者 

究象1郁Ⅲ資   

二＿ニニニ∴‥＿：  

隊瞭脅支援腰  

長期盤き爵選：接  

望像投髄；醇  

圭一   

蔓 ・－－・■j  

※1法令琴において知差餃一法能を習得する期間が6月以上と澄めている場合は、3年の観閲内において6月を超える期間について月級150干円以内。  

※烹誓驚賢も覧孟急設認浣盟慧蒜宅急警貰法孟㌘に必要な舶を魚断ることが困簸であると温められる鯛が咽を超克嗜6月以内の囁  

※ニう災寮杏愛けたことにより、生業衆、福祉費愈及び災審援醸資金を貸し付ける場合は、当鞍災審の状況に応じ、据置期間を望卑泣摘とすることがで馨る。  

喜幸司・号音誓∃人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度窺に達するまでぴ）期間。  
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借呆れ申込手続き等の流覿  

†
拉
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∴
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（補助）貸付原資望／3又は3／4（※）、  

事務費1／2  

（補助）貸付原資、事務費  

1 

都道府県社会福祉，協譲会  嘗拓野村社会福祉協議会  

皇A■意見を聞く育欄蜜柑す  
③送付（民生費凰調査者を添付）  

葛  

！遷宮   
l∴二∴二押凹l l 】    宅■・■‥ l  

ー1卜  



㌻ご；き「貸付中食嶺∝露に対する「償還免除対象盛観」の割合臆約8％  

寧成肇8年應の「償還金収泉」ほ「貸付金支出」をよ回っており単年度では収支が安定しで覧篭る。  

癒蔑輿位：雫恵円  

⑧倍量蔑愈収。軋  才芸）饗館：監鯉羞金額貞罷覇蜜 （昭和含ゆ■蜘  

旨 「雷）j遼相中食毒酒 ③餞鮒7野鶴級   ㊥贋付金：監出     革 平成て◎尊慮滞，？  （劫蕗遠軒領lこ対して 芯査清していも臆額 （平鹿18年鹿寮）    醜竃飽摂象喪要一象硯  〔平成頂盛年底衆）  く平鹿1各年度宋）  （平成18年度申）  （平鹿18年度中）    く寧威1昏年貞変栄）  証    ．  翫層望望  98  100  執瑠5¢  貞≧ 妻    、／了  ※ の6。慧9畠         ※ の 一、ド。   
√：ひ：琵｛ミ「厨∃変額  

平成て肇琴j変寮）  

／ ●●●●－  －、、－ ＝■‥、－ － ■   
専属舅卑厳寒磯麗瀞ゲ醤鱒1鴎羞党  ノ  



（：ラ貸付件数の傾向起じては勾金捧的に漸減傾向。  

¢三関射場毎度に緊急燕開資金痴貸付決慮件数が大幅に増加しているの軋新潟県中越地震による当読資金の特例措置奮薬鰍漉ため。  

も∋薇職者支援資金の貸付決窯件数の東暗減少の要因比ぞ考ぇられるものは句当鰊資金借受につむ箋で各地で詐欺革件が発生した這とに膵   

雲′㌔貸付要件を農産したため。  

更：ヨ≡ 無 念  毒冨 敏 男蟹 金  

修 学 鰐 愈  

療 室蛮  プ寸 謡巨 等 艶 金  災 密 室褒 艶 童籍 金  

穣 職 番 ≡露 ∃濃 無 念  紫 急 小 口 童無 念  

l ‾ 
■TTて  t ＝‾   
二重二＝二＝コニニ  

※平成元年㈲平成瑠霹辱の薬鏡  
長 期 生 活 支 箋襲 舞 金  

m13叫・   



消費者無担保金散策番線貸付残萬  生活福祉資金貸付中食観  

⑳ 生活権放資金貨相中金額の推移憶恥遮辱b 

漸減的な傾向が魔ら触る。  

ふ． 

【   

生活福放資金貸付中食療  

‥、－∴・こ‥∴ゝ∴∴∫．、∴ミ′i．ぎ；一．；∴j∴掌瞭仁かさ・い－  

消費者無担保金融業番組貸付残高は増  

・－ 、・∴：・、・∴格言二iiこ喪濾患∴言て再」添軸  

、－ さご．i・．  ．：  

諜た。ト消費者無担保金融業番線貸紺残  
㌔
竜
メ
 
 
 
 
）
 
 
 

高は盤清福放資金策紺車金額の規模奮  

・   仁ゝ   、‥   

‡ 
・・・－ 

■  
∴  

＿ 
・  

・・－・  ∴  

言β′  
べや  

、，．  ・、 

ら曇磁磯魯文繹資金及び長期生活支授資金の貸付中食鎖を除く。   

一14－  



〔二月束縛原資顔に対する貸付率金額め朝食が高い療治棒…1．青森県（73％）2，豪邸麻（ヲ¢％）乱秋田県（69％）軋徳島県（65瑚5。嚢鼠県掩柊鴨）  

ぐニj黛相原棄鶴に矧する貸付率金親の翻禽が軌咽治体…1・愛知県（17％）望．茨城県（19％）3．千葉県も21％）軋広島県（望摘）5．鴛城熟（望3？包）  
Ⅵ¶▼ヤヤn’敬ケ間つ伽Ⅳ′′鵬備職叩rW触皿触丁¶蜘柵1－Ⅵ†仙・伽仙く職測＝・血一間間八  

ー‾－－■▼■一一－▼一山 一－－【－■¶－－－一一－ Ⅷ叫ルー【一－▲＋｛Ⅶ、■→■◆〝叫－－【【－【一－■・  

u貸付中食鞠  Lヨ濃紺原渡額  

付原資額に対する：匪相中愈観の静塵禽金閣平均（  貸付原資観に対する貸付率金療の割合   

（
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生活保護蟹帯数が爵転篭顔治体怯恥概ね恥畳語福祉費金貸付率件数亀多魁篭。  
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軍威頂  韓應ぎ≡お暗る償還率∈償還計画額臆封ずる償還済額の割合き臆．、，約転塾％  ■
■
 
 
 

妻：喜藤無念別の儀遺率ぎ≡慧魁篭貰犠腿下のとおり。  

畢臆頂爵毎度臆お昏替る各資金別⑬償還率（償還静函曹芸封ずる餞蔑廉廉⑳朝食∋  

※金園社金橋祉協畜舎調べ  

粟生資金  

生活資金  

福祉寮愈  

佳境資金  

藩学資金  

療藻【凍護等資金   

影呈寮援護資金  

∴∵㍉．、ミ．∴：iJ∴  

離職者支援資金  

望¢  3（き  名0  ；く．）   ■帽  

‾弓琶年度償還計画豊は約一望慧1億．（そ命うち償還済嶺は約77億円であるため′仕儀遼寧は約6鋼も  1・・、：りこミ・’  

－17－  



生活福祉資金の沿革藍頂き  

寮謬頴念跨民生費最良児童章魚素食転義窯県東涛帝き   

戦後激増㍑た低所得者階層に対♭てその生活基盤杏確保し、生活保護健帯ぜ㌔埜らなb竃よ馴≡謡る  

ため㌔適切な生活指導と必要な援助とを苺最る「健帯更生運動j を全国的な運熟度転竃展開ず愚欝  

のF髄帯更生運動案践申舎決議jが採択さ鈍る。   

帽棚望冒辱  

・・：・ ：ご｛ ～  

健帯更生資金貸付制度の誕生  
ミ て≦・  顔壷助最の貸付原資としぞ1億円が計よ容れ～創設当初懐国と細道府県二   

・；′   ー慧飽担し貰．ゝ都道府県社会福祉協議会ぎ≡補助を行った。貸緒の種類は、生・  

習得資金邸3確腰遮♭ぞいた。   

塗潰資金⑳新穀匁医療費貸付制度の創設  

3望韓  蟹帯更生資金貸付制度に生活資金（生活費＄家慶補修費、助産費≠葬祭・  

≡書 ≧   の制度と♭て勺低所得者に対する医療費貸付制度が創設審れたほか旬従来  

補助率が医療費貸付制度た周様に3分の2京で引きよげられた。   

や藩時事青草生寮金．住宅費金、修学資金の創願等  
▲≠  医療費貸付制度が、世帯更生資金貸付制度に統合審れ句資金種類も更生   

肇■‖削  技能習得費）、生活資金に加えて匂身体障害者更生資金、住宅費愈勺修学資  

なった。  

さ、毒  

6変額） 
衆藩緩蔑資金の創設   

脅れぞ馳望分の頂ず  

冤鹿家金句捜能  等串．ミ1  

が新設。蔑た旬間種  

亘・ごこ二・妄り－、・！ご∴！J：．㌻ミ〉：．技芸繚  

資金（生薬費、支度費、  

愈旬療貴賓金の6種類と  

確後発金の鰯設   

従来の生活資金出産費『葬祭費、住宅費愈転宅費を福観資金に整理統合。  

昭寵蚕穏冒辱  

巨眉9蔓’望琴）  

ニ ー∴∴さ・ミ‥  

！    ∵．！  
嶺観衆愈⑳砕臆轟俸障審啓白鞄寒購泉費を過廟  

b【18－   



生活福祉資金の沿革∈監護   

『健帯粟生資金貸館制度』からF生活福放資金貸緒制度』偽名静変更   

在宅福祉整推進する観点にた慧竃腎常盤清よ給費介護老泉の齢る健帯の所得制限の練熟麺的障  

寮瀞健帯の所得制限の撤廃を行うとともに名称を変更。  

∴．．こ・∫ ∴  

・・、、－・∴・j  

、！」  

‘ 
裾線資塵⑬申臆中国鏡留邦泉等餞民尊意追納頚   

爛陸≡∨  
療養費金の対象者の祐乗  

狛酎勘  
介護保険制魔の施行に合わ皆㌔介護保険替㈱だ 

貸付対象を拡来した。療養資金はF療養罰介護資て   
妄   

謹聴者支援費金の創設   

＞ ≡ 妄≡   総合雇用対策めw環として失業者に対する離職   

瑠植野  
農期生活支援費金％緊急梯円資金の朝敵  

・、華  
低所得儲高齢者世帯に封しも居住用資産を担保  

得髄帯にお雷する緊急かヨ㈹時的な資金需要に応急   

’  

に名称を変更。  

し緒ける制度を創設した。  者支援資金を貸  

に生活資金を貸し．憎ける最期畳語窯摸索愈¢藩低所  

る這とを目的と♭た緊急♂j昭資金を創設ヒ㌔た。  

尊氏弁護資金の対象者の拡来  

障審啓白立憲接法掬の対応を図るため、障害福観骨叩ビ呆等受給のために必要な経費靡貸紺蚤縛  
一三．・」．‥；・－・  

（一針針針離酎  

う貸付対象を拡衆♭た。療養昆介護資金はF療養臣介護等資金』に名称を変更。  

掌保険健帯向旨音義期生活支援費金の創設等   

質保護の高齢者世帯に対♭、居住用資産を担保g≡生活費金馨貸し紺抒る要保護世帯酵削唐桑期生活  
霧嬢棄金を創設♭た。窓た、多重債務を索然に防ぞ観点から緊急か白鷺金の貸付よ限嶺蜜慧万円か  
転10万円臆引曹よぽ㌔住宅費金を福祉資金に統禽』た。  

革威Ⅳ書9韓  

i・“二二≒J  

・⑲   



［互重：］  

生活福祉資金の現状と課題  

社会福祉法人北海道社会福祉協議会   

地域福祉部 生活支援課 亀川義信   



（1）北海道における実施状況  

北海道における生活福祉資金貸付事業は、北海道社協が実施主体となり、道内全市町村社協に事   

務の一部を委託し、民生委員による相談援助の連携協力を得て、全道的なネットワークのもと実施   

している。  

①貸付状況   

一平成18年度の貸付決定状況（新規貸付）は、生活福祉資金735件／598，466千円、離職者支援   

資金別件／73，280千円。  

・平成18年度末の貸付中件数は、生活福祉資金12，777件／6，255，667千円、離職者支援資金722   

件／757，784千円、長期生活支援資金17件／212，479千円（貸付決定額）。  

②業務推進体制  

⑨償還  

⑧借用書取交し後、貸付金送金  

・北海道社協（実施主体）：  

貸付相談、貸付申込受付、貸付審査・決定、送金管理、償還相談、債権管理  

（貸付審査等運営委員会）：一部の貸付や、猶予・免除等について道社協会長に意見を述べる  

・市町村社協：  

貸付相談・申込み窓口、償還相談の一部を委託  

・民生委員：  

住民からの相談、申込に関する意見書の作成、利用者の生活状況確認への協力  

ート   



③広報の方法   

・資金のパンフレット（別添参照）を作成し、道社協及び市町村社協の窓口に設置。   

・道社協ホー・ムページに掲載。   

。北海道庁の広報を利用し案内を行う。  

（2）生活福祉資金申込世帯の状況や貸付ニーズ  

①借受申込世帯の状況とニーズ   

○生活福祉資金の利用者は「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」である。   

○生活困窮等により、臨時的な資金需要に対応できず、生活福祉資金の利用に至っている。  

。もともと収入が少なく慢性的な困窮状態にある。  

→年金収入のみ（高齢者世帯、障害者世帯）。  

→病気や障害等により仕事につけず稼動収入が少ない。  

→日払い。月払いでの雇用、または小規模な自営業のため、収入が不安定。  

。世帯の生計を維持する基盤に不安定要素が多い。  

→世帯内に病気や障害の者がおり、看病や介護に追われる。安定した仕事もできない。  

→様々な事情で家族が離散するなどして、世帯の対応力が弱い。  

→勤務先の倒産や会社都合による解雇により失業。  

→現金収入や貯金はないが、不動産を保有している（但し、一般の不動産担保融資の対象  

とはなりにくい）。  

。他のサーービスや制度の利用対象外のため、臨時の支出増に対応困難。  

→年齢的条件等により金融機関からの借入ができない。  

→生活保護受給世帯であっても保護費の支給対象外の需要が発生。  

例えば具体的には以下のような借入相談に資金貸付で対応している  

・低所得で生活維持が精一杯で修学旅行費用が捻出できない‥・   

→福祉資金福祉費で旅費を貸付し、一時断念した修学旅行が実現。  

・障害のある長女の就職が内定したが、収入が少なく通勤に必要な自動車が購入できない‥。   

→障害者自動車購入費用で自動車購入資金を貸付し、順調に会社勤務ができるようになった。  

・住宅が雨漏りするので修繕したいが、高齢のため他の金融機関から借入できない‥・   

→住宅資金を貸付し、工事完了。快適な生活が戻った。  

・急な医療費の支払が発生したため、来月の給料日までの生活が出来ない・‥   

→緊急小亡1資金にて生活費を貸し付け。一時的な生活困窮が回避できた。  

。生活保護世帯の長男が、専門学校に合格したが、保護費では専門学校の学費が対象外‥・   

→修学資金で、卒業までの学費を貸し付け。念願の専門学校に入学・就学することができた。  

。会社都合で解雇され、ハローワークで求職活動中だが妻のパート収入だけでは生活出来ない。‥   

→離職者支援資金で、生活費を貸し付け。次の就職先を得ることができた。  

②具体的事例  

事例1～8  

ー2－   



（3）課題  

①利用者の自立を支援する制度趣旨の徹底   

本制度は、住民の生活支援や世帯の自立のための制度であり、利用者の生活全体を捉えて相談に   

応じることが求められる。貸付相談はあくまで入口であるととらえ、その背景にある生活困難の解   

消と自立支援に目を向け、必要に応じて社協内外の社会資源を調整して生活全体を支援する制度運   

営を行っていく視点が必要であり、市町村（福祉事務所）、地域包括支援センター、医療機関等の   

関係者ともこうした制度趣旨を共有することが重要である。  

②貸付ニーズヘの対応と適切な債権管理の両立   

低所得世帯等の資金需要に対して貸付を行うことで、「自立支援・生活意欲の助長・在宅福祉・   

社会参加の促進」などの制度理念・目的の達成につながる。   

一方、貸付が自立につながらず、債務のみが残るというケースも現実にはある。経済的に不安定   

で信用力の低い利用者に対する貸付であるがゆえに償還困車な状況も生じる。それを踏まえた上で、   

貸付ニーズへの積極的な対応をどのように進めるかが課題である。  

③利用者にとってわかりやすい制度であること   

本制度は、様々な福祉ニーズの変化に対応するものとして制度が改善され、時代とともに資金の   

種類も多様化し増えてきた。この結果、資金の内容自体が複雑化し、利用者にとってわかりにくく   

なっているのが現状である。資金の種類等簡素化できるものは簡素化し、誰もがわかりやすい制度   

としていくことが必要である。  

～参考～   

貸付申請／欽定状況   

。平成18年度／平成19年度上半期 生活福祉資金貸付申請並びに貸付決定状況→【別表1】   

・平成18年度／平成19年度上半期 離職者支援資金貸付申請並びに貸付決定状況→【別表2】   

・平成19年度上半期 長期生活支援資金・要保護世帯向け長期生活支援資金貸付申請並びに貸付  

決定状況→ほり表3】  

－3－   



コ ≪生活福祉資金福祉資金偏社費）≫  事 例 1  

「生活福祉資金を活用した年金保険料の追納により年金受給につなげたケース」  

世 帯 構 成  借受人（60代・女性）のみの単身世帯  

高齢で病弱のため無職であり、収入は生活保護費のみ。   

年金保険料の納付金額が5カ月分不足しており、年金受給権が取得できな  

い状況。年金を受給しても生活保護を受けずに生活できるまでの収入には   

らないが、せっかく納めてきた年金が受給できるよう、生活福祉資金を利  

用して年金保険料の不足分を追納することにした。  

納付金不足分として7万円を貸付。  

不足分納入により月額4万円の年金受給が開始。受給した年金収入を償還  

財源として貸付金は完済。   

＊生活保護の収入認定において、生活福祉資金の償還中は収入から償還  

金を控除して認定される。  

生 活 状 況  

貸付までの経過  

貸 付 内 容  

貸付後の状況  

］≪生活福祉資金 福祉資金（障害者等福祉用具購入費）≫  事 例 2  

「障害者世帯の生活環境改善をサポートしたケース」   

世 帯 構 成：借受人（80代）と妻の高齢者世帯。 

生 活 状 況：借受人夫婦は民宿を経営。年金収入と合わせて年間120万円程度の収入  

で生活。  

貸付までの経過  1階を民宿・2階を住宅としていたが、借受人の右下肢機能障害が悪化し、  

介助なしでは2階への昇降が困難となった。介助する妻の負担も大きいた  

め、自力で階段昇降ができるよう椅子式階段昇降機を取付けることにし、  

生活福祉資金の申込みとなった。  

椅子式階段昇降機の購入費用として75万円を貸付。   

＊その他に、介護保険を利用して手すり等の取付けも併用。  

貸 付 内 容  

貸付後の状況 二。階段昇降機の設置により2階への移動が容易になり、妻の身体的負担が軽  

減。昇降機と手すりの設置により、以前より生活しやすい環境になったと  

思われる。  

・今後の関わりとしては、要介護の高齢者世帯であることから、夫妻の健康  

状態や障害の進行状況にも気配りをしつつ、民生委員や地元社協による見  

守り活動を行っていく予定。  
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3 コ ≪生活福祉資金福祉資金（福祉費／住宅）≫  事 例  

「稼動収入のない世帯の老朽住宅の改修に活用したケース」   

世 帯 構 成：借受人（70代）と妻、長男（40代）の3人世帯   

生 活 状 況：借受人夫婦は高齢により無職。長男も精神障害により稼動困難なため無職。  

夫婦の老齢年金と長男の障害年金の他、生活保護費にて生活。  

貸付までの経過  築30年となる自宅の老朽化が著しく、雨漏りがするため改修の必要があ  

ったが、生活保護の住宅維持費の対応枠を超えるため該当にならず、生活  

福祉資金を申請することにした。  

屋根の張番工事費用として46万円を貸付。  

貸付後、借受人から随時作業状況の報告があり、工事終了。年金収入を償  

還財源として、計画通り償還完済   

＊生活保護の収入認定において、生活福祉資金の償還中は収入から償還   

金を控除して認定される。  

貸 付 内 容  

貸付後の状況  

］≪生活福祉資金 修学資金≫  事 例 4  

「自己破産による生計困難、多子世帯をサポートしたケース」  

世 帯 構 成  両親が自己破産し、6人の子どもを残し行方不明となったため、祖父母が  

養育している8人世帯。  

生 活 状 況  祖父母の年金収入では8人の生活はまかなえず、生活保護を受給。  

精神的、経済的に厳しい状況下ではあったが、子どもたちの向上心、自立  

心は強く、高校さらに専修学校などへの進学を希望。未成年者への貸付に  

あたっては親権者の同意が必要だが不在のため、祖父を後見人とする手続  

をとったうえで、貸付を申請。  

貸付までの経過  

長女、長男、次女の高校修学費用を貸付。また、長女、長男は高校卒業後  

専修学校進学費用も貸付（再貸付）。  

9長女は福祉系専修学校を卒業し地元の福祉施設に就職。高校貸付分はすで  

に完済し、現在は専修学校分を償還しながら家計も援助。長男は専修学校、  

次女は高校に就学中。  

下に続く妹弟たちも修学資金の利用が予想される。償還期間を含め、本世  

帯への関わりは相当長期間となる。兄弟が協力して償還し、自立につなが  

るよう、民生委員や地元社協による生活の見守りと支援を継続している。  

貸 付 内 容  

貸付後の状況  
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5 コ ≪生活福祉資金 療養・介護等資金（療養費）≫  事 例  

「病気療養による収入減に伴う生活苦への対応を図ったケース」   

世 帯 構 成：借受人（50代）と妻、子ども2人の4人世帯  

生 活 状 況  借受人の仕事の関係で、収入は日単位・月単位の出来高収入となるため、  

日々の生計はぎりぎりで不安定。  

貸付までの経過  借受人に突然右半身麻痺の症状が現れ、診断の結果、脳梗塞・未破裂胸動  

脈瘡で3ケ月間の入院生活を余儀なくされた。幸い症状は軽く、仕事復帰  

は可能であるが、療養中の収入は途絶えてしまう。傷病手当を申請したが、  

受給までは3ケ月を要するため、当座の医療費。生活費の捻出が困難とな  

り、生活福祉資金の申込みとなった。  

高額医療費融資制度の貸付対象外となる自己負担分と、傷病手当受給まで  

の2ケ月分の生活費を含めた58万円を貸付。  

退院後、無事に職場復帰することができ、傷病手当も給付された。子ども  

の援助・協力もあり、順調に償還中。  

貸 付 内 容  

貸付後の状況  

］≪生活福祉資金 療養。介護等資金（介護等費）≫  事 例 6  

「介護保険の一時的自己負担分を生活福祉資金で貸し付けて対応したケース」  

世 帯 構 成  借受人（60代）と妻の夫婦2人世帯  

借受人は腎臓機能障害のため無職。収入は老齢厚生年金のみ、妻も借受人  

の看病のため稼動できず、生活は苦しい状況。  

借受人は腎臓機能障害が重く、ベッド上での安静期間が長期に渡り、四肢  

の廃用性筋萎縮が著しい状態。介護者である妻の精神的・身体的な負担が  

大きいので、借受人の日常生活の自立と介護負担軽減のために介護保険の  

給付サービスを利用し、トイレの改修や浴室の手すりの取付け等をするこ  

ととなった。介護保険による住宅改修は償還払いのため、当面必要となる  

支払費用の捻出に苦慮し、生活福祉資金の申込みとなった。  

生 活 状 況  

貸付までの経過  

貸 付 内 容  改修費用16万6千円を貸付（介護保険の償還払い対象分）。  

住宅改修後は妻の介護負担も軽減され、借受人も妻への負担感が大きかっ  

た入浴をほぼ自力で行えるようになった。償還は介護保険給付の償還払いに  

より予定どおり完済。  

貸付後の状況  
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］≪生活福祉資金災害援護資金≫  事 例 7   

「災害で損壊した業務設備の購入を支援したケース」  

世 帯 構 成  借受人（50代）、妻、子ども2人の4人世帯  

生 活 状 況  夫婦での商店（自営）による収入が280万円  

貸付までの経過  温泉地にて自営で商店を営んでいたが、平成12年3月の有珠山の噴火に  

より商売に必要な冷蔵庫などの電気系統の設備がすべて壊れて使用不可能  

となった。噴火がおさまり営業を再開するため、破損設備の購入費用とし  

て生活福祉資金を申請。  

貸 付 内 容  業務用冷凍・冷蔵庫の購入費用として140万円を貸付。  

設備を購入し事業を再開。しかし、なかなかすぐには観光客が温泉街に戻  

らず、旅館等からの受注が減ったため、訪問販売の方式も取り入れ顧客拡大  

に努めた。幸い、子どもは2人とも自立し生計に協力し、償還も遅れを生じ  

ながらも完了した。  

貸付後の状況  

】≪離職者支援資金≫  事 例 8  

「母子関係制度が適用外となった世帯をサポートしたケース」  

借受人（30代・女性）、子ども2人（小学生、中学生）の3人世帯。  

借受人は失業中のため、知人宅に母子で身を寄せている。生活費は、借受  

人の父親からの援助に頼っている状態。  

借受人は以前スナックを経営していたが、子どもが精神的なことから体調  

を崩し、その看病のために廃業した。子どもが回復してきたので求職活動  

を行っているが、なかなか就職できない。知人宅に同居していることを理  

由に、児童扶養手当も母子寡婦福祉資金も対象外と判断された。そのため、  

当面の生活費に困り、申請に至る。  

世 帯 構 成  

生 活 状 況  

貸付までの経過  

貸 付 内 容  月額20万円×3ケ月分、計60万円を貸付。  

ハロー ワークで求職活動を行ったり、知人に就労先の紹介依頼をするなど、  

努力しているが、当初の貸付期間内に就職先が決まらず貸付期間の延長申請  

となった。  

貸付後の状況  
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【別表1】平成18年度／19年度上半期 生活福祉資金申請並びに貸付決定状況  

※平成18年度  ※平成19年度上半期   

申請状況  貸付決定状況   
（H19．9現在）  （H19．9現在）   

件数  金額  件数  金額   （干円）   （千円）   

10   5．880   9   3，490   

19   17，200   18   15，200   

3   4．475   2   2，975   

167  116．349  166  115．989   

3   1，803   3   1，803   

0   0   0   0   

19   1，120   19   1，120   

22i  146，827  217  140，577  

区分  
貸付決定状況  構成比  

金額  金額  件数  金額  
件数  （％）  （％）   

更 生 贅 金  28  23，143   28  23．143  3．8  3．9   

福 祉 資 金  50  24．674   49  24．340  6．7  4．1   

住 宅 資 金  3  4．869   4．869  0．4  0．8   

修 学 資 金  628  540．880  628  540．880  85．4  90．4   

療養・介護資金  9   1，708   9   1，708  1，2  0、3   

災害援雅資金  り  2，840   2  2，840  0．3  0．5   

緊急／トロ資金  16   686   16   686  2．2  0．1   

合  計   736  598，800  735  598，466  100．0  100．0   

前年度貸付  
決定状況  比較増▲減   

件数  金額  件数  金額   ′（干円）   （干円）   

25  11．536   3  11，607   

63  33，641  ▲14  ▲ 9，301   

4  6，705  ▲1  ▲1，836   

602  490，999   26  49，881   

15  6，007  ▲ 6  ▲ 4299   

0   0   2  2，840   

14   603   2   83   

723  549．491  1Z  4軋975  



【別表2】平成18年度／19年直上半期 離職者支援資金貸付申請並びに貸付決定状況  

①平成18年庚申請並びに貸付決定・増額決定状況  平成19年度上半期申   請並びに貸付決定・増   

申請状況  貸付決定状況   
用19．9現在）  （H19．9現在）   

金額  金額  
件数  （千円）   件数  

（千円）   

38  34，210   38  33，130   

2   1．200   2   1．200   

38   36，410   38  34．330   

額決定状況  

申請状況  貸付決定状況  

金額  金額  

件数  （千円）   件数  （千円）   

新規貸付決定状 況   81   73，280   81  73，280   

増額申請貸付決定状況   】7   ‖，020   17  14．02q   

計   81   87，300   81   87，300   

前年度貸付  
決定状況  比較増▲減   

金額  
件数  （千円）   

金額  
件数  （千円）   

93  8乳256   ▲12  ▲14，976   

3．350   12  10，670   

93  91．606   ▲1こ：  ▲ 4．306  

（塾平成17年度貸付決定者増額申請並びに決定状況  

申請状況  貸付決定状況  

金額  金額  
件数  （干円）   件数  （千円）   

】．7年度貸付決定分   9   7．100   9   7，10  

平成18年度貸付決定者増額申請並びに決定状況  
前年度貸付  
決定状況  

比較増▲減   

件数   金額 （千円）   件数   金額 （千円）   

9   6，900   0   200  

申請状況  貸付決定状況   

金額  金額  件数  
（千円）   件数  

（千円）   

8   6，900   8   6，90  

※増額件数は述べ件数。  
※合計欄には、増額件数は再掲せず。  



【別表3】平成19年度上半期 長期生活支援資金・要保護世帯向け長期生活支援資金貸付申請並びに貸付決定状況  

長期生活支援資金貸付決定状況（H19．4～9現在）  

借入  貸付決定  調整中  

申込  
資金名  

審査中   

件数  件数   
金額  

件数   
（千円）  

長期生活支  
4   2  14，168   2   18  213，614   

援資金  

合     計   4   2  14，168   2   18  213， 

要保護世帯向け長期生活支援資金（H19、4～9現在）  

借入   貸付決定  調整中   貸付決定累計  

申込  審査中   （H19～）  

資金名  
金額  

件数   件数   
金額  

件数   件数  
（千円）  （千円）   

護世帯向け  
14   3   17，556   11   3   17，556   

生活支援資金  

計   14   3   17，556   11   3   



次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられます。  

ゆ借入申込者の居住している不動産ガ、借入申込者の単独所有、または同居の配偶者   

との共有であること。（共有の場合、配偶者は連帯借入申込者となります）   

またその不動産に今後も居住する意志のあること。   

※建物のみ所有（土地は借地）の場合や、マンションについては、貸付対象となりません。  

ゆ借入申込者の居住している不動産に担保権（抵当権・利用権等）ガ設定されていな   

いこと。また、土地の評価額が一定の基準額を越えること。  

（土地の評価は北海道社会福祉協議会の委嘱する不動産鑑定士ガ行います）  

¢原則として65歳以上の世帯で、借入申込者に配偶者と親（配偶者の親を含む）以   

外の同居人ガいないこと。  

0借入申込者の世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。  
（市町村民税のうち、均等割のみ課税されている場合も貸付対象となります）   



借受人と北海道社会福祉協議会との貸付契約  

◆不動産を担保として、北毎道社会福祉協議会から借受人に生活資金を融資します。   

★担保となる不動産lこは、「根抵当権の設定登記」及び「所有権移転請求権保全のための仮登記」を  

行います。  

◆借受人（不動産所有者）の推定相続人のうち一人を連帯保証人に設定します。  

◆借受人ガ死亡した場合等に貸付契約は終了し、借受人の相続人または連帯保証人ガ   

貸付金及び利子を償還します。   

★償還は、相続人や連帯保証人の自己資力によるほか、不動産を売却して売却益から償還する場合も  

あります。  
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北海道社会福祉協議会  
借受人（不動産所有書）  

（死亡時  

相続  

連帯保証人量  

◆貸 付 月 額：30万円以内。   

◆貸付限度頼：土地評価額の70％まで。  

◆貸付金の利率：年3％、または毎年4月1日時点の長期プライム  
レートのいずれか低い方で、毎年4月1日に北海  

道社会福祉協議会会長が定めます。  

◆貸 付 期 間：貸付元利金が貸付限度額に達するまで。   
★貸付元利金ガ貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付は停止されますガ、その  

後契約の終了まで担保不動産に居住し続けることガできます。  

◆契約の終了：借受人の死亡したとき。   

★借受人ガ死亡した後も、同居していた配偶者ガ同不動産への居住を希望する時は、  

配偶者は貸付契約の承継を申し出ることガできます。   



要保護世帯向け  

重野生活支援資金        ～ 貸付のご書的 ～  

「要保護世帯向け長期生活支援資金」は、生活保護が必要であると福祉事務所が認めた高  

齢者の方で、一定の居住用不動産を持ち、将来もそこに住み続けることを希望される場合  

に、その不動産を担保にして生活資金をお貸しする制度です。  

◆貸付対象 ＜次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられます＞  

①借入申込者の世帯が、この資金を利用しなければ、生活保護を受けなければならない世   

帯であると福祉事務所が認めた世帯であること。＜現生活保護受給者も含まれます＞   

（福祉事務所が生活保護受給の要否及び貸付対象世帯該当性を判断し、該当する場合に  

福祉事務所が貸付の利用を指導します）  

②借入申込者の居住している不動産が、借入申込者の単独所有、または同居の配偶者との   

共有であること。（共有の場合、配偶者は連帯借入申込者となります）   

また、不動産の評価額が概ね500万円以上であること。   

（土地の評価は北海道社会福祉協議会の委嘱する不動産鑑定士が行います）  

③借入申込者の居住している不動産に利用権（賃借権等）及び担保権（抵当権等）が設定   

されていないこと。  

④原則として、借入申込者及び同居の配偶者が65歳以上であること。  

◆貸付の仕組み＜借受人と北海道社会福祉協議会の貸付契約＞  

◇不動産を担保として、北海道社会福祉協議会から借受人に生活資金を融資します。   

☆担保となる不動産には、「根抵当権の設定登記」を行います。  

◇融資は貸付金及び利子が貸付限度額（不動産評価額の7割 集合住宅の場合は5割）   

に達するまで、一定額を毎月受けられます。  

◇貸付金及び利子が貸付限度額に達し、融資が停止した後は、生活保護に移行します。  

◇借受人が死亡した場合等に貸付契約は終了し、借受人の相続人が貸付金及び利子を償還   

します。   

☆償還は、相続人の自己資力によるほか、不動産を売却して売却益から償還する場合も  

あります。   



◆貸付内容   

◇貸付月額：福祉事務所が定めた貸付基本額以内。   

☆臨時に貸付金の増額が必要な場合は、福祉事務所に相談し、福祉事務所が発行する意  

見書を添えて申請することができます。  

◇貸付限度額：建物及び土地評価額の7割（集合住宅の場合は5割）まで。  

◇貸付金の利率：年3％、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い   

方で、毎年4月1日に北海道社会福祉協議会会長が定めます。  

◇貸付期間：貸付金及び利子の合計が貸付限度額に達するまで。   

☆貸付金及び利子の合計が貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付は停止され、生  

活保護に移行することとなりますが、その後契約の終了まで担保不動産に居住し続け  

ることができます。  

◇契約の終了：借受人の死亡したとき等。   

☆借受人が死亡したときに、同居していた配偶者が借受人死亡後も同不動産への居住を  

希望する時は、配偶者は貸付契約の承継を申し出ることができます。  

◆お問合せ先  

（福祉事務所） 電話  

（∋  社会福祉協議会  電話  

③北海道社会福祉協議会   電話 011－241－3976   



寓任耳龍三旨：支壬岩室至≡墓：  
失業により、生計の維持が困難となった世帯へ－ご存じですか？  

i
斗
 
 

●
■
●
■
●
●
■
’
一
 
 

求
職
活
動
を
が
ん
ば
る
問
の
 
 

什
工
活
醤
云
立
を
 
 

お
代
貝
し
し
」
ま
 
 
 

h
j
、
l
蓬
●
●
●
∫
■
㌦
 
曹
●
、
 
 
 

†こ、．j■ヰ、  
色r■・  

、Iモ山粘～  
■ 
r   

′
 
 

●
書
r
●
、
ぜ
●
■
 
 

髄
海
 
 

－
’
●
■
王
F
㌧
 
 

＿
 
尊
書
 
 

鵠
 
も
●
 
 

ヽ
 
 
 

l
中
●
や
 
 

、
●
l
■
ゼ
 
 

、
、
〝
■
′
 
・
 
 

′
∵
■
 
 

、
ヽ
ヽ
●
一
●
一
．
ノ
■
 
 
 

．
も
 
際
 
′
 
 

一
 
 
 
■
 
I
 
 

、
J
 
l
・
 
 
 教

範
マ
 
 

‘
 
m
 
 

ー
●
■
●
●
ホ
 
 

ノ
●
■
 
 
 

－
I
 
 

済
 
 

密
 
感
 
 

ヽ
 

′
 
 

激
職
鞄
 
 
 

l
＿
－
1
 
 

一
 
 

l
t
 
 

′
㍉
∫
 
 



☆上記の金額・期間は上限を示したものです。実際の貸付に当たっては、就職の目標を立て、それに必要な最   

低限の金額・期間を上限の範囲内で決定し貸付します（一律に上限額を貸付するものではありません）。  

☆離職者支援資金の貸付には、以下の条件を満たす連帯保証人が1名以上必要です。   

（∋借入申込者と別世帯・別生計であること  

②原則として、借入申込者と同一市町村に居住していること  

（やむを得ない場合は、道内他市町村居住者であれば可とします。道外居住者を連帯保証人としたい  
場合は借入申込時に別途ご相談下さい）  

③償還期限時に70歳に達しないこと  

☆貸付総額が120万円を超える場合、2名の連帯保証人が必要です。  
ただし、連帯保証人が「住民税が課税されている」或いは「不動産を所有している」場合は、1名で  
も貸付が可能です。  

☆お住まいの市町村の「社会福祉協議会」が窓口となります。   

借入申込者は、下欄の「事項」ごとにその右に示すいずれかの書類をそろえて申込時に提出してください。  

（同じ書類が重複する場合は1部で結構です）  

なお、添付する書類をお持ちでない場合は、市町村社会福祉協議会に相談してください。  

1  ▼  叩 ‾1 

し、   」 日  

本人が確認出来る書類  税課税証明書、固定資産税課税証明書、 

（借入予定総紺20万円を超え、連帯保 
＝ ニ 重 出、 ＝ ニ 妻  



社会福祉法人  

北海道社会福祉協議会  

ご相談は、あなたのまちの社会福祉協議会へ   



●生活福祉資金貸付制度とは・・・  
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づくものです。他の貸付制度が利用で   

きない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、   
市町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。様々な用途に応じた   

貸付資金があります。  

●ご利用いただける方   

●低所得世帯／世帯の収入が一定基準以下の方。  

貸付対象となる世帯の年間収入の目安  

●貸付資金の種類  

対象：低所得世帯  
障害者世帯  
高齢者世帯  

対象：低所得世帯  

障害者世帯  
対象：低所得世帯  

障害者世帯  

対象：障害者世帯  

高齢者世帯  

（例）  

●結婚、出産、葬儀に際し必要な   

経費  
●転宅にかかる費用  
●住宅の増改築・補修■保全の   
ために必要な費用、又は公営   
住宅を譲り受けるのに必要な   
費用  

●就職または技能習得に必要な   

支度をする費用  
●日常生活の一時的な出費（灯   

油の一括購入、修学旅行費用、   
年金の掛け金等）  

新規開業、あるいは現在営んでいる  
事業の拡張や継続に必要な資金 

（例）  

●店舗の賃借における保証金   

敷金  

●設備や機械、器具の購入資金  

●店鋪の補修や改築資金  

●商品及び原材料の仕入れ資金  

司■b仙虎■■  白i癒旧  

就業に必要な知識・技能を習得する  
ために要する経費および技能習得中  
の生計を維持するために必要な経費。   

（例）  

●運転免許の取得経費  

●各種学校等の授業料、教科書   

代、通学費用  

障害者・高齢者が日常生活の便宜を  
図るための高額な福祉機器等の購  
入に、特に必要な経費。  

（機器の例）  
●電動式ギャッジベッド  

●盲人用ワープロ  

●油圧式リフト  

●文字放送用テレビ  

●補聴器  

世帯人員   年間世帯収入   
1人 世 帯   360万円程度まで   

2 人 世 帯   420万円程度まで   

3 人 世 帯   480万円程度まで   

4 人 世 帯   540万円程度まで   

5 人 世 帯   600万円程度まで   

6 人 世 帯   660万円程度まで   

7 人 世 帯   720万円程度まで   

8 人 せ 帯   ワ80万円程度まで   

以下人当り加算額  60万円   

＼  世帯収入は、世帯主及び配偶者  
のみの収入合計とし、勤労者世帯は  
年間収入から税金や社会保険料を  
差し引いた額、自営業世帯は売上か  
ら仕人れ等諸経費を差し引いた額と   

●家賃、光熱費、食費  

●障害者世帯  

身体障害者世帯／身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯。  
知的障害者世帯／療育手帳の交付を受けた方の属する世帯。  
精神障害者世帯／精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯。   

●高齢者世帯／65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯。  

●連帯保証人が必要です  
原則として連帯保証人が1名必要です。   

［借受人と連帯して債務を負担していただきますので、日頃から熱心に相談・援助してくれる方が最適です。  

同一世帯の家族や保証能力が維持できない方（75歳以上の方、非課税世帯の方など）、すでに生活福祉資  

金または敵職者支援資金を利用している方は連帯保証人になれません。］  

☆次の場合は連帯保証人を必要としないでお貸しすることができます。  

①更生資金技能習得費、福祉資金福祉費（技能習得の支度にかかるもの）、修  
学資金の申込みで、資金使用者が申込者、世帯主が連帯借入申込者となる  
場合。  

②高齢者世帯の申込みで、別世帯の子ども等が連帯借入申込者となる場合。  
③緊急小口資金の場合。  

●返済方法等は・・・   

∩返済は元金・利子均等の口座振替による月賦返済で．ゆうち上銀行・北海道銀  

行・北洋銀行のみご利用できます（第1次産業従事者の方は、年賦・半年賦による  
返済も可能です）。   

○約束された期間に返済できなかった場合、残元金に対して延滞利子（年10．75％）  
が日割りで加算されます。  

●民生委員の援助活動  
この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、申込み   

暗から貸付・返済中において、民生委員の相談援助活動を受けていただきます。  

●申込み方法  
申込みにつきましては、掲載している内容以外にも条件がありますので、お住ま   

いの地区の民生委員または窓口である市区町村社会福祉協議会にご相談下さい。  

対象：低所得世帯・障害者世  
帯・高齢者世帯のいず  
れかであって、中国残  
留邦人等の円滑な帰国  
の促進および永住帰国  
後の自立の支援に関す  
る法律施行令第2条に  
基づき保険料の追納を  
行うことができる世帯  

対象：低所得世帯  対象  帯
帯
帯
 
 

世
世
世
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者
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対象：障害者世帯  

学校教育法に定める学校（高校・高専・  

短大・専修学校・大学）の人草・修学  

に必要な経費。（※専修学校は、対  
象校・学科等について別途定めあり）  

（例）  

●修学章一   

授業料等、通学定期代  

身体障害者・知的障害者・精神障害  
者の日常生活の便宜または社会参加  
の促進を図るための自動車購入費用。  

（例）  

●社会参加に使用する自動車の   

購入  

●通院用の自動車の購入  

l薦頑  

（1）療養費   

世帯主や家族が入院したり、治療   
を受けている場合の治療費および   

療養中の生活費（※生活保護受   
給世帯は貸付対象外）  

（2）介護等賢   

一時的に不足している介護保険料   
介護保険サービス利用料、障害者   
自立支援法に基づく障害福祉サー   
ビス等受給に要する経費、及び両   
サービス受給期間中の生活費  

●就学支度章一   

入学金、制服・   

鞄・靴・教科書   

等の購入費用  

対象：低所得世帯  対象：低所得世帯  

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合（以下4つの使途目的に限る）の  
生活費等。  

①医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき。  
②給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき。  
③火災等被災によって生活費が必要なとき。  
④その他これらと同様のやむを得ない事由によるとき。  

ア、年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費  
イ、会社からの解雇、休業等による収入減  
り、滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料  

金の支払による支出増  
エ、事故等により、損害を受けた場合による支出増（ただし、  

借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る）  
オ、社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷  

金、礼金等の支払いによる支出増   

災害を受けたことによる困窮からの  
自立更生に必要な経費。  

（例）  

●住宅の復旧及び家財の購入、   
主たる生計手段である田畑・工場・   
倉庫等の復旧費用  

【注】  
●「災害弔慰金の支給に関する法律」   
の通用とならない小規模な災害お   
よび自然災害以外の火災等が対象   
となります。  

●災害援護資金の貸付限度額以上必   
要な場合は、住宅資金と重複して   
利用できます。  

※上記貸付の他、失業中の方への生活費の貸付  
（離職者支援資金）や、不動産を担保とした高齢者  
の方への生活費の貸付（長期生活支援資金）があり  

ます。詳しくはお住まいの地区の社会福祉協議会  
までお問い合わせ下さし  



生活福祉資金貸付限度額と条件  
＜平成19年7月2日現在＞  

資 金 種 類  貸付限度額   据 置   償 還   利子   

低所得世帯   2，800，000円以内  12カ月以内   7年以内   

生 業 費  

障害者世帯   4，600，000円以内  18カ月以内   9年以内  

更生資金  3％  

低所得世帯   1，100，000円以内   
技能習得費  6カ月以内   8年以内  

障害者世帯   1，300，000円以内   

500，000円以内  
3年以内  

（住宅を増築、改  
（ただし、住宅を増築、  築、拡張、補修、  

福  祉  費  改築、拡張、補修、保全  保全又は公営住宅  
又は公営住宅法第2条第  法第2条第2号に  
2号に規定する公営住宅  規定する公営住宅  

福祉資金  を譲り受けるのに必要な  
の譲り受けるのに  
必要な場合は、7  

場合は2，500，000円以内）  6カ月以内          年以内）   

障害者等福祉用具購入費  1，200，000円以内  

6年以内  3％  

障害者自動車購入費  2，000，000円以内  

中国残留邦人等国民年金追納費  4，704，000円以内  10年以内  

高  校  月額）35，000円以内   

高等専門学校  月額）60，000円以内  
修学費   

卒業後  
短 期 大 学  月額）60，000円以内  15年以内  無利子  

6カ月以内   （ただし貸付額に  

大  学  月額）65，000円以内  より段階的に確定）  

就学支度費  500，000円以内   

療 養・介 護 資 金  1，700，000円以内  6カ月以内   5年以内   無利子   

災 害 援 護  資 金  1，500，0（）0円以内  12カ月以内   7年以内   3％   

50，000円以内   4カ月以内   

緊 急 小 口 資 金  2カ月以内   3％  

100，000円以内  8カ月以内   

※高校には専修学校高等課程、短大には専修学校専門課程を含む  

※療養資金についてほ、特別の場合2，300，000円以内とする  

※生活福祉資金の貸付額は千円とし、千円未満は切り捨てとする  

発行日：平成19年8月8日  

発 行：社会福祉法人 北海道社会福祉協議会  
〒060－0002 札幌市中央区北2桑西ワ丁自かでる2．ワ  

北海道社会福祉総合センター内  
T［し011241－39ワ6   




